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平成２５年度、新島における道路事業では、若郷地区で転落防止柵や路面補修を、

海岸関係では、和田浜地区の人工リーフ（潜堤）整備や羽伏浦地区の砂の維持保全

などを、公園事業では羽伏浦公園・間々下園地のトイレ施設改修を実施しました。

また、式根島では、地鉈園地及びカンビキのトイレなど公園施設の改修を進めま

した。

土木課では、住民生活の安心・安全のため主な道路、河川（沢）・海岸

保全・公園施設等の基盤整備や維持補修に努めてきました。

しかしながら、昨年の台風２６号によって、多くの生命・財産が失われ

ることとなりました。改めて犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上

げるとともに、被災された方々をはじめ住民の皆様に心からお見舞い申し

上げる次第です。

平成２５年度、利島における道路事業では、西山地区の路面補修を実施しました。

都道の傷んだ箇所は２６年度以降も継続して補修していく予定です。

また、海岸の浸食から生活の安全を確保するために数年間実施してきました前浜

海岸の護岸工事は、一部工事を来年度に残すものの、ほぼ完成となりました。

さて、公園事業の宮塚山登山線歩道ですが、丸太階段・案内板・展望台などの改

修工事を進め、３月中には新たな施設として生まれ変わります。引き続き島を訪れ

る方や住民の皆様の憩いの場所として、更なるご利用をいただければ幸いです。

現在、河川事業におきましては、応急対策として、砂防ダムに堆積した土砂や流

木の撤去をほぼ終え、ダムの壁を高くする工事や新たな土砂などが住宅地に及ばな

いよう対策を進めています。

また、本格的な復旧事業は、昨年１１月、東京都に設置した「伊豆大島土砂災害

対策検討委員会」の報告結果（３月末）を踏まえ、適時実施する予定です。

道路関係につきましては、雨水により都道が一時分断された教訓などから、排水

対策の強化に取組み、また、未だ都道の一部（野増地区千波及び登山道）には仮設

道路での対応箇所があることから、本格復旧に向け進めているところです。

引き続き、大島町と強力に連携し復旧・復興事業に取組んでまいります。



これらの事業が、住民の皆様の安全確保や観光事業などに寄与できることと考え

ています。

なお、平成２６年度におきましても、新島都道の歩道改修、和田浜地区の人工

リーフ整備、羽伏浦公園の園路や泊園地の公園施設改修などに取組んでまいります。

平成２５年度、神津島における道路事業では、鉄砲場地区の新設道路建設で、道

路の拡幅工事及び橋の下部工事（橋台を新たに１基設置）を進めています。また、

榎木が沢地区の歩道設置工事も実施しました。

河川事業では神津沢の流路工事や溜まった砂などの除去を行い、安全の向上を図

りました。

そのほか自然と親しむ公園事業については、ファミリーキャンプ場の施設改修を

実施したことにより、観光事業などに寄与できることを願っています。

なお、平成２６年度におきましても、鉄砲場地区の道路事業・榎木が沢地区の歩

道設置工事の継続、都道路面補修・排水溝改修工事などに取組んでまいります。

今後とも、住民の皆様のご理解ご協力のもと事業を進めてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。


